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「社会福祉と社会保険労務士～社会福祉士の養成に関わる立場から～」         

 

講師：鈴木 未来（新潟医療福祉大学社会福祉学部）   

 

１．（自身が歩んできた）大学講師という仕事 

【参考資料】「勤務社労士のぼちぼちな日々」 (『社労士にいがた』第 130 号 )→最終頁  

・博士号の取得→オーバードクター（ OD:“終わった”ドクターとも）→ポストドクター(PD) 

※最近は「テニュアトラック」という制度も  「創作童話  博士が 100 にんいるむら」  

・社会保障は極めて不安定な状況 学振の特別研究員になったとしても個人事業主 

・国民年金「学特」前や失業時（基本手当受給）も全額免除を申請、共済の任継も活用  

・旧日本育英会の奨学金：「任期制」では免除が認められず  

・共済加入は常勤の教職員のみ、非常勤は「４分の３」条件クリアで厚生年金（健康保険）

加入の途も。ダブル（トリプル？）ワークの場合、職場を通算してくれるのか？  

・在職２年目で雇用保険の勧奨→加入、再び非正規で入職時は 1 年契約で認められず  

 

＊自身の専門とする分野の職場で務めた経験はほとんどない・・・社会人なら当たり前？  

大学院修了後、社会学分野の研究員（任期制：２年間）→失業（基本手当の受給）  

→教育大学で非常勤の研究員、のちに常勤（任期制・再任無し）の助手・助教（共済加入） 

→社会福祉の大学で常勤（任期制・年俸制）講師になり現在に至る（５年契約の二期目） 

 

＊専門職養成（実態は専門学校の延長）ならば安泰か？ 

・厚生労働省によるカリキュラムの縛り  制度・政策をなぞる内容（社労士の場合は？） 

→資格取得(＝国家試験合格)のため、受験対策が至上命題 自身執筆テキストも使えず？ 

～関連して専門職としての就職実績向上←非正規雇用でも 離職率には目を向けない？ 

 

・高校生はお客様：「お祭り」としてのオープンキャンパス～拡大路線で勢いを維持  

⇔学生の「福祉」離れはいよいよ現実に～介護福祉士をめざす学生の激減から 

【新聞記事】「介護士課程２割減  大学など  給与低く学生敬遠  ５年で」 (毎日 2015.5.27) 

 

・学生は担任（アドバイザー）制、実習の際も毎週見回り→「不登校」学生への連絡  

※発達障害の可能性のある者も大学生となっている現実  

・就職活動のお膳立て：就職説明会の企画や運営→就職活動をしない
、、、

学生への促し  

 

・福祉を目指す学生というよりは、福祉が必要な学生の受け皿としての大学（学校）  

→学生による授業評価の点数向上が、二期目の再任の条件として付された・・・  

 

＊文部科学省のいわゆる「文系廃止」の通達（ 2014 年８月）  

・大学教員の就活も電子化 求人票はハロワではなく JREC-IN というサイトで  

（社会福祉ではない）「社会学」の求人はめっきり減少  “研究”は二の次で求職活動？  
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２．（勤務先の）仕事を通じて、「社労士」として考えること  

【参考資料】パンフレット「社会福祉士 自分に誇れる、わたしになる。」（一般社団法人 日本社会福祉士養成校協会）  

１）社会福祉といえば①・・・高齢者のこと  

・かかわりが無いと思う場合も含め、（社会）福祉といえば「年寄り」のこと  

ヘルパー、老人ホーム、ボケ（認知症）、徘徊、寝たきり・・・  

→これらに共通するキーワード「介護」  

⇒社会福祉における流行りのフレーズ“施設から在宅へ”   

 

＊そのための実践として「地域包括ケア」～多職種の連携による  

その要となる社会福祉専門職「介護支援専門員」（いわゆるケアマネ） 

・ケアマネ（国家資格ではない）の仕事は社労士法第 2 条違反？  

＜社労士試験（第 47 回）択一式「社会保険に関する一般常識」問 7 選択肢Ｅ＞  

「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証

を添付して市町村に申請しなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるの

は社会保険労務士のみである」→○か×か？※同種の問題は「ケアマネ試験」でも出題実績あり 

【参考資料】全国介護保険担当課長会議(平成 11 年 9 月 17 日)「（別添１）要介護認定の申請代行・申請代理について」  

⇒要介護認定の申請代行（代理）～介護保険法による「申請等」にあたる  

 

・介護保険法上は本人
．．

申請が原則（第 27 条：その理由は後述）  

しかし入口の「居宅介護サービス計画費」（第 46 条）は自己負担ゼロ いわば“院内処方” 

ケアマネ自身、ケアマネが作成することが当たり前だと思い込んでいる
．．．．．．．

？  

⇒どうしてそのように思い込んでしまっているのか？？ 

 

２）社会福祉といえば②・・・障害者のこと  

かわいそうなヒト、できればそうなりたくない、  

でもケガ（身体）や病気（知的）、最近はうつ（精神）で障害者になってしまうかも  

・支援するための法律は「障害者総合
、、

支援法」に変わったものの・・・  

「就労支援」が自立を強要することにも  

【参考資料】「「就労」とは何か－自立と労働との関係解明に向けた試み－」(第 15 回新潟医療福祉学会学術集会報告 P-63)2015 年 10 月 31 日 

 ↓ 

・障害年金における、障害等級 3 級（厚生年金のみ）と 2 級との間の壁 

～二十歳前障害の場合には障害基礎年金（ 2 級以上）しか無いという現実  

・就労系障害福祉サービス：  

就労移行支援／就労継続支援Ａ型（雇用契約有り）／就労継続支援Ｂ型（雇用契約無し）  

⇒働いているのに障害基礎年金受給？  

 

障害等級 2級(日常生活に著しい制限)は、障害等級 3級(労働に著しい制限)より上位等級、

という社労士にとっては当たり前の事実
．．．．．．．

を、 

障害を有する当事者にとって理解できるように論理的に説明できるかどうか？ 
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３）社会福祉の定番フレーズ：“措置から契約へ” 

「介護保険制度」のスタートと「成年後見制度」のスタートは同じ年（2000 年４月）  

～偶然か？必然だった！“車の両輪”とも 

「措置」：行政処分（行為）による  

したがって対象者は、福祉サービスの内容を選ぶことができない  ⇒行政主体  

↕ 「特別養護老人ホーム」（老人福祉法上の定義）※ (特別が付かない )養護老人ホームとの違いも  

「契約」：私人間の民事上のもの  

介護保険の被保険者が、介護保険のサービス（保険給付）を受ける  ⇒利用者主体  

「介護老人福祉施設」  （介護保険法上の定義）               

 

認知症の介護保険被保険者の「契約」行為（原則本人が申請）を有効なものにするために、  

成年後見の仕組み（こちらも原則本人が行う「契約」）を導入した  

よくよく考えてみると… 

介護保険の要介護者は、65 歳以上（＝第１号被保険者）に限定されていない  

加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病（「特定疾病」）ならば  

40 歳以上（＝保険料を支払う第２号被保険者）であっても利用できる  

⇒社会保険制度としての整合性を保つため～義務（保険料負担）と権利（保険給付）  

 

３．社労士が社会福祉分野で社会貢献ではなく「業」として取り組むために  

～措置ではなく、契約として～  

＊社会福祉専門職は、利用者に契約行為を説明できるのか？ 

社会福祉士をはじめとする社会福祉従事者の多くは、事業者や施設の従事者いう身分  

↕ 

社労士の多くは、独立・開業している個人事業主としての身分  

※近年は独立型社会福祉士事務所（いわゆる開業）も、  

ただし「独立型ケアマネ」との兼務で生計を維持している現状  

 

社会福祉専門職は「技術」の要素を取り入れることで、  

主義主張は後回しにした「技術」専門職(「○○屋」)として生き残ろうとしている？  

 

・介護福祉士による医療的ケア（＝医療行為としてのたん吸引）が可能に  

・名称独占の社会福祉士による公的機関（例えば司法の現場）への進出  

・介護支援専門員（ケアマネ：国家資格ではない）を、 

介護分野におけるキャリア形成の最終段階、介護分野の“医者”と捉える傾向  

↓ 

専門職としての行動理念に？（疑問符） 

・経営
．．

理念はご立派、でも従事者（や利用者）は置き去り、の実態  

・「契約」概念を従事者が正確に把握しているか、（養成現場で）把握させているか？ 

驚くほどに“マニュアル”と“精神論”（←社労士としての自戒の念を込めて）  
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＜国際ソーシャルワーカー連盟（ IFSW）のソーシャルワークの定義 (2000 年 7 月 27 日 )＞※下線は報告者  

「ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指して、社会の変革を進め、

人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワーク

は、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に

介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。」  

 

＜社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士の定義＞※下線は報告者  

「この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の

増進に寄与することを目的とする。（第 1 条：目的）」  

「この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門

的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を

営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師そ

の他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業

とする者をいう。（第 2 条：定義）」  

 

前者は普遍的な理念の援用／後者（特に第 2 条）は技術面の強調 と両極端で中途半端  

⇒社会福祉だからできる
．．．．．．

ことの定義（たとえば社労士法（第 1 条：目的）における「労働及び社

会保険に関する法令の円滑な実施に寄与／事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」）が無い 

↓ 

それゆえ（社会福祉士は）「名称独占」に留まるのか、留まらざるをえないのか？ 

 

・ちなみに「社会福祉法」（第 1 条：目的）では・・・  

「この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的と

する他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の推進を図る

とともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図

り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。」  

←ただしこの法律における“福祉サービス”とは「措置」によるものがほとんど  

 

・例えば「障害福祉サービス」：介護保険を意識して１割負担となったが、原則は行政処分  

 

・真の意味で「業」として取り組むために行動理念をもって、社会福祉に関わること  

流行りのフレーズで“ソーシャルビジネス”といったもの  社労士なら例えば？ 

【新聞記事】「年金受給  社労士費認めて」（『新潟日報』 2013 年 11 月 12 日）  

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

  

 ここからはあくまでも鈴木の“思いつき”です。  

ご参加の皆さまの実務のご経験から、アイデアを共有できることを願いつつ・・・  
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①就労（労務管理＝ヒトを育てる）の観点から  

・介護離職に対する取り組み  介護事業所の従業員が介護離職する、という現実 

介護休業（法定）の定着に向けた取り組みから介護休暇（任意）の提案へ  

 

・シューカツ（採用）への助言 「採用の自由」（買い手市場）をあえて基本に考える 

早期離職は：会社にとっても労働者にとっても大きな損失  

∟労働者をモノ扱いする会社ならば、労働者～社会にとっての損失に   

 

②就労（労務管理）ではない（＝ヒトを守る）観点から 

・公的年金（老齢／障害／遺族）～健康保険（傷病手当金等）との関連  

・障害年金における 65 歳の壁～“現場”ではほとんど認識されていない模様  

～これらはいわゆる「縦割り」行政の感覚において埋没している模様 

 

・社労士にとって本来業務であるはずの「介護保険」の扱い  

介護保険審査会に対する審査請求（既に行っている人が多数いるのかも）  

ケアプランの作成：現在は自己負担無しも、将来的には発生か→申請代行の現実化  

※「居宅介護住宅改修費」の「理由書」作成は不可とのこと（新潟市）  

障害年金の「診断書」のようなもの？ 

↓ 

介護保険（社会保険のひとつ）での業
．
（業務独占）としての実績を積んだ後に、  

“車の両輪”たる「成年後見制度」へ 

※「成年後見」は業務独占ではなく、社会福祉士のほか弁護士や司法書士が家裁の名簿登録などで先行中  

 

～社会保障分野のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ (法律職)としての業務実績(=社会福祉職に対する

優位性)を基盤に、継続的に取り組むためにも～ 

 

お話の機会をありがとうございました！  

電子メール： sr2009@mail.goo.ne.jp 

ブログ「はかせ社労士  ぼちぼちお仕事中！」：  http://blog.goo.ne.jp/sr2009/ 

(配布の資料は最新記事です ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鈴木未来  プロフィール＞  

・ 1974 年岐阜生まれの静岡育ち。すでに介護保険第 2 号被保険者  

・演劇をかじったり大陸中国を放浪した後、博士号（社会学）取得  

・もともとの専門分野は家族社会学（中国の家族生活に関する研究）  

・関西地方の大学や予備校で勤務し社労士試験を受験。「三度目の正直」ではなく「二度あ

ることは三度ある」で 4 回目の社労士受験でようやく合格。新潟移住後に特定社労士付記  

・大学（社会福祉）の仕事の合間に、お世話になっていた出版社の労務関連のアドバイス

や職場の障害年金請求のお手伝いをすることも  

・趣味はボーゲンなのかパラレルなのかあいまいなままのスキーと、国庫納付金に貢献し
、

ない
、、

全国の競馬場巡り（中央競馬場は 20 年かけて全場制覇、地方競馬場は残り二場（川崎

と門別、新潟県競馬（新潟・三条）は観戦することなく廃止…）  

・新潟医療福祉大学社会福祉学部講師（専任）、専門社会調査士  
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「勤務社労士のぼちぼちな日々」 (『社労士にいがた』第 130 号 (2014 年 10 月 )9 頁 ) 

 


